
【令和5年4月発行】

【令和5年度版】

北海道後期高齢者医療広域連合が主体（保険者）となり、市区町村と協力して運営しています。

支 え あ い の し く み

運 営 の し く み

広域連合 市区町村
運営主体（保険者）となり、
●保険証の交付
●医療を受けたときの給付
●保険料の決定
●保健事業を行います

●保険証の引き渡し
●申請や届出の受付
●保険料の徴収
　などの窓口業務や
●広域連合から受託した保健事業



次の方々が対象（被保険者）になります

保険証は一人ひとりに交付されます

マイナンバーカードを保険証として利用できます

これまで加入していた健康保険からは脱退することになります

その他、必要な手続きがあります

＝これから加入される方へ＝

①75歳以上の方（75歳の誕生日から加入。加入の手続きは必要ありません。）
②65～74歳で、一定の障がいのある方 （加入・脱退はいずれも任意で、かつ申請が必要です。）
【一定の障がいのある方とは】

○加入しなかった場合、各市町村が行う重度心身障がい者医療費の助成を受けられなくなることがあります。

・国民年金などの障害年金1,2級を受給している方　・療育手帳のA（重度）の方
・精神障害者保健福祉手帳の1,2級の方　・身体障害者手帳1～3級の方
・身体障害者手帳4級で次のいずれかに該当する方【音声障害・言語障害・下肢障害（1号・3号・4号）】

●これから75歳になる方は、誕生日までに保険証が交付されます。
●紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、お住まいの市区町村窓口へお申し出ください。

●利用には、事前に申込が必要です。
●医療機関・薬局により、保険証として利用できるようになる時期が異なります。 
●現在の保険証はこれまでどおり使えます。

●市町村の国民健康保険に加入していた方が、75歳になり後期高齢者医療制度に加入する場合
　脱退手続きは不要です。
●上記の方以外の場合（会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に加入する方）
　脱退手続きについては、これまで加入していた保険者に確認してください。
　※会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に加入する方に扶養されていた方は、新たに市町村の
　　国民健康保険などの他の健康保険への加入手続きが必要となります。

これまで加入していた健康保険で限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、
特定疾病療養受療証の交付を受けていた場合は、再度申請が必要です。



医療費の
お知らせ
（医療費通知

）

受診の際の
留意点

診療日数や医療費等に間違いがないか確認するとともに、医療費の推移や健康状況を把握すること
で自身の健康管理に努めましょう。

医療費控除の申告手続きで医療費の明細書
として使用することができます。医療費控除
の申告に関することは、税務署へお問い合わ
せください。

●かかりつけの医師を持ち、気になることがあったら、まず
は相談しましょう。

●有床義歯（入れ歯）を作製後、6か月の間に同一部位を作
製した場合、保険適用となりませんので、注意しましょう
（他歯科医院で作製した場合も同様です）。

●転出や生活保護受給で北海道後期高齢者医療広域連合
の被保険者資格を喪失した後にその古い保険証で受診し
た場合、医療費を返納していただきますので、間違えずに
新しい保険証や医療券で受診しましょう。

健康管理の重要性をより強く意識していただくため、対象期
間に医療機関等を受診したすべての被保険者の皆様へ「医
療費のお知らせ（医療費通知）」を年2回ハガキで送付して
います。

発送予定月

令和6年1月（上旬）

令和6年2月（下旬）

診療月

令和5年1月～9月

令和5年10月～12月

発送予定月・対象診療月医療費控除の申告について

医療費のお知らせを活用しましょう



※　  均等割の7割軽減に該当する場合は、7割軽減が優先。

※1 「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額等から基礎控除額（合計所得金額が2,400万円以下の場合は
　　43万円）を控除した額です。
※2 年度途中で加入したときは、加入した月からの月割になります。

●「給与所得者等」とは、以下のいずれかに該当する方となります。
　・給与等の収入金額が55万円を超える方
　・公的年金の収入金額が125万円（65歳未満の場合は60万円）を超える方
●65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。

同じ世帯の被保険者全員と世帯主（被保険者以外の場合を含む）の所得の合計に応じて、次のとおり軽減されます。

後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの
被扶養者であった方の保険料は、右記の金額となります。

43万円
+10万円×（給与所得者等の数－1）以下の世帯

43万円+（29万×被保険者数）
+10万円×（給与所得者等の数－1）以下の世帯

43万円+（53.5万×被保険者数）
+10万円×（給与所得者等の数－1）以下の世帯

加入者全員が均等に負担 本人の前年の所得金額に応じた負担

賦課のもととなる所得金額※1

保険料算定に用いる「所得」の考え方

均等割の軽減

会社の健康保険などの被扶養者であった方の軽減

保険料を納めることが困難な場合

※非課税所得（遺族年金や障害年金）は含みません。

（社会保険料控除や扶養控除などの
「所得控除」を差し引く前の金額） (公的年金等控除額や給与所得控除額など)

所得
前年の収入 必要経費



「年金収入+年金以外の合計所得金額（※4）」が

※3 「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税基準」の額（前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除（基礎控除
や社会保険料控除等）を差し引いた後の金額）であり、確定申告書（所得税）に記載された課税される所得金額とは異なります。

※4 給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。



（※5）

（※6）

（※6）

（※6）

（※7）

（※7）

（※7）

（※8）

（※8）

（※7）

※5 月の途中で75歳の誕生日を迎えることにより加入する方（障がい認定で加入する方は除く）は、加入した月の自己負担限度額が1/2に調整されます。
※6 「1%」とは、一定の限度額を超えた医療費（医療費総額－267,000円、558,000円、842,000円）の1%です。
※7 【　】内の金額は、過去12ヶ月以内に3回以上限度額に達した場合、4回目から「多数該当」となり限度額が引き下がります。
※8 1年間（8月1日から翌年7月31日まで）のうち1割または2割負担であった月の外来の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合は、その超える

分を高額療養費（外来年間合算）として申請のあった口座へ支給します。

令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、1か月の外来医療の窓口負担額について、1割負担のときと比
べた負担増加額を3,000円までに抑えます（入院の医療費は対象外です）。
配慮措置が適用となる場合は、後日、高額療養費として支給されます。

同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医
療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超え
たときは、その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護
保険から支給されます。対象となる方には、翌年3月～4
月頃に申請のお知らせをお送りします。

1か月（月の1日から末日まで）の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給され
ます。対象となる方には、診療月から概ね3～4か月後に申請のお知らせをお送りします。申請は初回のみ必要です。以
降に発生した高額療養費については申請した口座へ自動的に振り込まれます。なお、入院したときの食事代や保険が適
用されない差額のベッド代などは、支給の対象となりません。

区分Ⅰ･区分Ⅱ・現役Ⅰ・現役Ⅱに該当する方は、事前にお住まいの市区町村窓口で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」
または「限度額適用認定証」を申請し、保険証と併せて医療機関の窓口に提示すると自己負担限度額が適用されます。
（マイナンバーカードを保険証として利用した場合は提示なしで自己負担限度額が適用）。なお、一般Ⅰ・一般Ⅱ・現役Ⅲに該
当する方は保険証を医療機関の窓口に提示するだけで自動的に自己負担限度額が適用されるため、申請は不要です。

◆自己負担限度額（年額：令和4年8月1日～令和5年7月31日）
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保険証を使って医療機関を受診した場合、

市区町村窓口に被害届の提出が必要です!
●医療機関を受診した際は、事故等の（第三者行為）によるケガと
　お伝えください。

各種申請、届出は、お住まいの市区町村窓口で受け付けています。届出の際は保険証などをご持参ください。
本人確認が必要となる場合もあります。
本人以外の方が代理申請を行うときには、身分証明書などが必要となる場合がありますので、事前にご確認
のうえ申請してください。

詳しくは市区町村の後期高齢者医療担当窓口へご確認ください。

交通事故や犬猫等ペットによる負傷、飲食店での食中毒など第三者
（加害者）の行為によってけがや病気をしたときは、加害者が医療費を
全額負担するのが原則です。
保険証を使って治療した医療費は、北海道後期高齢者医療広域連合
が、後で加害者に請求することになります。
保険証、被保険者の印かん、事故証明書（後日でも可）を持って、市区
町村窓口に届け出をしてください。
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